
  

 

半
田
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
条
例
第
一
号 

半
田
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

半
田
市
情
報
公
開
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
半
田
市
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
行
政
文
書
の
存
否
に
関
す
る
情
報
） 

第
七
条 

公
開
請
求
に
対
し
、
当
該
公
開
請
求
に
係
る
行
政
文
書
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る

だ
け
で
、
非
公
開
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
実
施
機
関
は
、
当
該
行
政
文
書
の
存
否

を
明
ら
か
に
し
な
い
で
、
当
該
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
公
開
の
請
求
手
続
） 

第
八
条 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
情
報
の
公
開
の
請
求
は
、
実
施
機
関
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
書

面
を
、
請
求
者
が
実
施
機
関
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
開
請
求
に
係
る
行

政
文
書
が
、
そ
の
全
部
を
公
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
実
施
機
関
が
当
該

書
面
の
提
出
を
要
し
な
い
と
認
め
た
行
政
文
書
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
若
し
く
は
第
九
条
第
三
項
」
に
、
「
第
九
条
、

第
十
七
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
章
第
三
節
及
び
第
四
節
並
び
に
第
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第

一
項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
若
し
く
は
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
又
は
第
九
条
第
三
項
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」

に
、
「
知
つ
た
」
を
「
知
っ
た
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


